
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
註
3
）。
ゆ
え
に
数
え
年
六
十
五
歳
の
と
き
は
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
制
作
年
は
嘉
永
元
年
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　

画
風
は
広
実
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
物
の
顔
を
描
く
際
に
、
面
長
の
中

で
下
膨
れ
の
形
を
強
調
し
、
小
さ
な
口
を
か
な
り
下
の
方
に
配
し
て
い
る
の
で
、
住
吉
派
に
し

て
は
柔
和
な
印
象
を
欠
い
た
表
情
、
容
貌
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
広
実
の
物
語
絵
に
お
け
る

人
物
表
現
の
特
徴
で
あ
る
。

　

描
か
れ
て
い
る
主
題
は
、一
見
し
て
源
氏
物
語
で
あ
る
と
判
る
。
右
幅
に
は
第
二
十
三
帖
「
初

音
」、
左
幅
に
は
第
三
十
一
帖
「
真
木
柱
」
そ
れ
ぞ
れ
の
一
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
両
幅
と
も
、
画
面
の
上
の
方
に
は
色
紙
型
二
枚
が
描
か
れ
、
二
枚
に
ま
た
が
る
形
で

和
歌
一
首
が
記
さ
れ
、
筆
者
の
名
は
「
實
愛
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

二　

初
音
図

　

右
幅
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
源
氏
物
語
の
第
二
十
三
帖
「
初
音
」
の
一
場
面
で
あ
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
指
標
と
な
る
の
は
、
屋
敷
の
中
の
、
男
性
一
人
と
女
性
二
人
の
間
に
、
竹

の
籠
や
小
さ
な
五
葉
の
松
の
飾
り
物
が
置
か
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
屋
敷
の
外
で
女
童
が
小
松

を
引
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
物
語
か
ら
該
当
の
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
（
註
4
）。

姫
君
の
御
方
に
渡
り
給
へ
れ
ば
、
わ
ら
は
、
し
も
づ
か
へ
な
ど
、
お
前
の
山
の
小
松
、

引
き
遊
ぶ
。
若
き
人
々
の
こ
ゝ
ち
ど
も
、
お
き
ど
こ
ろ
な
く
見
ゆ
。
北
の
お
と
ゞ
よ
り
、

序
　

江
戸
時
代
後
期
の
伊
予
国
松
山
藩
で
画
御
用
を
つ
と
め
た
住
吉
派
の
遠
藤
広
実
と
そ
の
一
族

の
絵
師
た
ち
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
愛
媛
県
美
術
館
に
お
い
て
徐
々
に
調
査
と
作
品
収
集
が
進

め
ら
れ
て
き
て
い
る
（
註
1
）。
本
稿
は
そ
の
過
程
で
新
た
に
見
出
し
た
作
品
の
内
一
点
を
取
り

上
げ
、
松
山
藩
に
お
け
る
遠
藤
家
の
画
御
用
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
も
垣
間
見
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
画
中
の
色
紙
型
に
記
さ
れ
た
和
歌
の
筆
者
を
め
ぐ
っ
て
は
、
維

新
後
の
松
山
藩
が
討
幕
派
の
著
名
な
公
卿
と
の
間
に
築
い
た
交
友
関
係
を
も
一
瞥
す
る
。
こ
の

交
友
関
係
は
、
幕
末
に
朝
敵
と
さ
れ
た
大
名
家
が
ど
の
よ
う
に
し
て
復
権
し
た
の
か
を
考
え
る

材
料
に
も
な
り
得
る
。
し
か
し
先
ず
は
作
品
そ
の
も
の
を
見
て
ゆ
こ
う
。

一　

作
品
の
概
要

　

本
作
品
は
、
絹
本
着
色
、
掛
軸
双
幅
。
画
面
の
寸
法
に
は
左
幅
と
右
幅
の
間
で
表
装
の
具
合

に
よ
る
誤
差
が
あ
り
、
右
幅
一
〇
〇
・
三
×
三
六
・
五
㎝
、
左
幅
一
〇
〇
・
二
×
三
六
・
五
㎝
で
あ

る
。
個
人
の
蔵
品
で
あ
る
が
、
現
在
、
愛
媛
県
美
術
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
（
註
2
）。

　

左
右
両
幅
と
も
画
中
の
下
の
方
に
落
款
が
あ
り
、 「
行
年
六
十
五
歳
廣
實
画
」
の
署
名
は
朱
文

方
印
「
住
吉
之
徒
」
一
顆
を
伴
う
。
遠
藤
広
実
の
署
名
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
広
実
の
経
歴

は
未
だ
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）、
松
山
藩
の
画
御
用
を
つ
と
め
た
遠
藤

広
古
の
子
と
し
て
江
戸
に
生
ま
れ
、
名
を
伴
助
と
言
い
、
住
吉
広
行
に
学
び
、
父
の
後
を
継
い

で
松
山
藩
の
画
御
用
を
つ
と
め
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）、
数
え
年
七
十
九
歳
で
逝
去
し
た
と

　

遠
藤
広
実
筆
《
源
氏
物
語
図
》
双
幅

　
　
　

―
松
山
藩
久
松
家
と
正
親
町
三
条
実
愛

梶　
　

岡　
　

秀　
　

一

〔1〕

遠藤広実筆《源氏物語図》双幅―松山藩久松家と正親町三条実愛



わ
ざ
と
が
ま
し
く
し
集
め
た
る
ひ
げ
こ
ど
も
、
わ
り
ご
な
ど
奉
れ
給
へ
り
。
え
な
ら
ぬ

五
葉
の
枝
に
、
う
つ
る
う
ぐ
ひ
す
も
、
思
ふ
心
あ
ら
む
か
し
。

（
明
石
） 「
年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に
け
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
初
音
き
か
せ
よ

音
せ
ぬ
里
の
」
と
、
聞
え
給
へ
る
を
、
げ
に
あ
は
れ
と
思
し
知
る
。
こ
と
い
み
も
、
え

し
給
は
ぬ
け
し
き
な
り
。（
源
氏
） 「
こ
の
御
返
り
は
、
み
づ
か
ら
聞
え
給
へ
。
初
音
惜
し

み
給
ふ
べ
き
方
に
も
あ
ら
ず
か
し
」
と
て
御
す
ゞ
り
取
り
ま
か
な
ひ
、
書
か
せ
奉
ら
せ

給
ふ
。
い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
、
明
け
暮
れ
見
奉
る
人
だ
に
、
飽
か
ず
思
ひ
聞
ゆ
る
御

有
様
を
、
今
ま
で
お
ぼ
つ
か
な
き
年
月
の
隔
た
り
け
る
も
、
罪
え
が
ま
し
く
、
心
苦
し
、

と
思
す
。

（
姫
君
） 「
ひ
き
別
れ
年
は
経
れ
ど
も
う
ぐ
ひ
す
の
巣
立
ち
し
松
の
根
を
忘
れ
め
や
」

幼
き
御
心
に
ま
か
せ
て
、
く
だ
く
だ
し
く
ぞ
あ
る
。

　

屋
敷
内
の
、
几
帳
と
屏
風
に
囲
わ
れ
て
茵
に
坐
し
て
い
る
後
姿
の
人
が
明
石
の
姫
君
で
あ
り
、

直
衣
姿
で
姫
君
に
対
座
し
て
い
る
の
が
源
氏
の
君
（「
大
臣
の
君
」）
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

姫
君
の
脇
に
坐
し
て
い
る
横
顔
の
人
は
女
房
だ
ろ
う
。
側
近
く
に
仕
え
て
「
明
け
暮
れ
見
奉
る

人
」
を
表
し
て
い
よ
う
か
。

　

源
氏
の
君
と
姫
君
の
間
に
は
松
の
枝
の
束
に
添
え
ら
れ
た
「
ひ
げ
こ
」 （
鬚
籠
）
が
あ
る
。
籠

や
鬚
籠
に
果
実
を
入
れ
た
贈
り
物
は
「
籠
物
」
と
呼
ば
れ
、
木
の
枝
に
添
え
て
贈
ら
れ
る
も
の

だ
っ
た
か
ら
（
註
5
）、
そ
れ
を
こ
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
脇
の
、
檜
の
板
で

造
ら
れ
た
花
形
の
器
と
思
し
い
も
の
が
「
わ
り
ご
」 （
破
籠
）
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
な
ぜ
か
脚
を
付
け
ら
れ
た
器
の
上
に
は
盆
栽
の
よ
う
な
松
の
樹
が
置
か
れ
、
周
囲
に
は
水

流
や
石
も
配
さ
れ
て
い
て
、 

州
浜
台
に
し
か
見
え
な
い
。
物
語
の
中
に
は 

「
ひ
げ
こ
ど
も
、
わ

り
ご
な
ど
奉
れ
給
へ
り
」 

と
述
べ
ら
れ
た
直
後
に 

「
え
な
ら
ぬ
五
葉
の
枝
に
、
う
つ
る
う
ぐ
ひ

す
」
と
書
か
れ
て
あ
る
の
で
、
こ
の
五
葉
の
枝
を
描
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
確

か
に
、
こ
の
松
の
枝
に
は
鴬
が
い
る
。

　

屋
敷
の
外
の
庭
で
は
、
三
人
の
女
童
等
が
小
松
を
引
い
て
遊
ん
で
い
る
。
物
語
の
中
に
「
わ

ら
は
、
し
も
づ
か
へ
な
ど
、
お
前
の
山
の
小
松
、
引
き
遊
ぶ
」
と
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
子
の

日
の
遊
び
で
あ
り
、
こ
れ
が
初
音
（
初
子
）
の
一
場
面
で
あ
る
こ
と
を
最
も
明
瞭
に
物
語
っ
て

い
る
。

　

画
面
の
中
央
の
右
側
、
遣
水
の
近
く
に
は
大
き
な
梅
の
樹
が
あ
り
、
白
梅
が
咲
い
て
、
春
を

言
祝
ぐ
か
の
よ
う
で
あ
る
。
画
面
の
下
の
方
、
屋
敷
の
屋
根
の
手
前
に
は
大
き
な
松
の
樹
が
あ

り
、
子
の
日
に
祈
願
さ
れ
る
の
が
「
千
年
の
春
」
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
画
中
の
要
素
は
物
語
の
中
の
要
素
を
概
ね
再
現
し
て
い
る
。
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
源
氏
の
大
臣
の
君
が
造
営
し
た
六
条
院
に
お
け
る
華
や
か
な
正
月
一
日
、
し
か
も
子
の
日

に
あ
た
る
日
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
日
の
朝
、
源
氏
の
君
は
大
勢
の
参
賀
の
人
々
の
対
応
に

追
わ
れ
て
多
忙
を
極
め
て
い
た
が
、
夕
方
に
は
漸
く
解
放
さ
れ
、
春
の
御
殿
の
対
屋
に
住
ん
で

い
る
明
石
の
姫
君
を
訪
ね
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
細
か
く
観
察
し
て
み
れ
ば
、
姫
君
の
前
に
は
手
紙
が
あ
り
、
そ
の
左
手
に
は
豪
華
な

硯
箱
が
あ
る
。
手
紙
は
、
姫
君
の
実
母
で
あ
る
明
石
の
御
方
か
ら
、
心
を
込
め
て
拵
え
た
鬚
籠

や
破
籠
に
添
え
て
送
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
実
の
娘
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
母

の
寂
し
さ
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
憐
れ
ん
だ
源
氏
の
君
は
姫
君
に
対
し
、
母
に
「
初
音
」
を
聞
か

せ
る
よ
う
に
諭
し
て
「
御
す
ゞ
り
取
り
ま
か
な
ひ
、書
か
せ
奉
ら
せ
給
ふ
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

手
紙
の
脇
に
あ
る
硯
箱
は
源
氏
の
君
が
用
意
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
判
る
。

　

こ
の
場
面
は
、
そ
の
華
や
か
さ
と
目
出
度
さ
に
加
え
て
心
温
ま
る
話
で
も
あ
る
か
ら
か
、
源

氏
物
語
の「
初
音
」を
絵
画
化
す
る
際
に
は
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
作
例
と
し
て
、 《
源

氏
物
語
扇
面
散
屏
風
》 （
浄
土
寺
蔵
）
や
伝
土
佐
光
則
筆 

《
源
氏
物
語
色
紙
貼
付
屏
風
》 （
個
人

蔵
）、
狩
野
氏
信
筆
《
源
氏
物
語
図
屏
風
》 （
個
人
蔵
）
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
（
註
6
）。
こ
れ
ら

の
例
を
見
る
限
り
、
明
石
の
御
方
（
又
は
明
石
の
姫
君
）
の
手
紙
を
読
ん
で
い
る
源
氏
の
君
を

描
く
の
が
普
通
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
遠
藤
広
実
の
作
の
よ
う
に
、
手
紙
を
読
ん
で
い

る
（
又
は
書
い
て
い
る
）
明
石
の
姫
君
を
見
守
る
源
氏
の
君
を
描
い
た
例
と
し
て
は
、
守
住
貫

魚
筆
《
源
氏
物
語　

初
音
図
》 （
逸
翁
美
術
館
蔵
）
が
あ
る
（
註
7
）。

　

こ
の
場
面
よ
り
も
後
の
、 「
暮
れ
方
に
な
る
程
に
、
明
石
の
御
方
に
渡
り
給
ふ
」
場
面
を
取
り

〔2〕
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上
げ
た
例
も
多
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
明
石
の
御
方
が
席
を
外
し
て
い
る
間
に
そ
の
居
室
へ

入
っ
た
源
氏
の
君
が
、 

室
内
の
優
美
な
様
子
に
感
心
し
、 「
手
習
ひ
ど
も
の
乱
れ
う
ち
と
け
た

る
」
を
手
に
取
っ
て
眺
め
る
姿
を
描
く
例
も
あ
れ
ば
、
不
在
だ
っ
た
明
石
の
御
方
が
「
ゐ
ざ
り

出
で
て
、
さ
す
が
に
自
ら
の
も
て
な
し
は
、
か
し
こ
ま
り
お
き
て
、
め
や
す
き
用
意
な
る
」
を

描
く
例
も
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
土
佐
光
信
の
工
房
の
作
と
考
え
ら
れ
る
《
源
氏
物
語

画
帖
》 （
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
美
術
館
蔵
）の
ほ
か
（
註
8
）、 

土
佐
光
起
筆《
源
氏
物
語
画
帖
》 （
個

人
蔵
）、
土
佐
光
起
筆
《
源
氏
物
語
図
屏
風
》 （
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）、
住
吉
具
慶
筆
《
源
氏
物

語
四
季
賀
絵
巻
》 （
個
人
蔵
）
等
が
あ
る
（
註
9
）。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
住
吉
如
慶
筆
《
源
氏

物
語
手
鑑
》 （
個
人
蔵
）、 

伝
土
佐
光
吉
筆
《
源
氏
物
語
図
屏
風
》 （
出
光
美
術
館
蔵
） 

等
が
あ
る

（
註
10
）。

　

ど
の
場
面
を
選
択
す
る
か
、
そ
し
て
場
面
の
中
の
ど
の
時
点
を
選
択
す
る
か
は
必
ず
し
も
一

定
し
て
い
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
絵
入
源
氏
物
語
等
で
は
、
明
石
の
姫
君
の
場
面
が
広
く
親
し

ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

遠
藤
広
実
の
子
で
あ
る
遠
藤
貫
周
が
明
治
十
五
年
（
一
八
八
三
）
の
第
一
回
内
国
絵
画
共
進

会
に
出
品
し
た
《
源
氏
ノ
内
》
も
、
同
じ
場
面
を
取
り
上
げ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
作
品
の
所

在
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
明
治
十
六
年
九
月
に
発
行
さ
れ
た
『
明
治
十
五
年
内
国
絵
画
共
進

会
審
査
報
告
附
録
』
が
、
貫
周
の
略
歴
に
添
え
て
そ
の
図
様
を
伝
え
る
版
画
を
載
せ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
小
松
を
引
く
女
童
こ
そ
見
ら
れ
な
い
が
、
鬚
籠
を
前
に
し
て
語
ら
う
源
氏
の
君
、
明

石
の
姫
君
と
女
房
の
三
名
が
表
さ
れ
て
い
る
。
細
部
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
全
体
の
構
図
が
似

て
い
る
の
は
粉
本
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
だ
ろ
う
。

三　

真
木
柱
図

　

左
幅
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
源
氏
物
語
の
第
三
十
一
帖
「
真
木
柱
」
の
一
場
面
で
あ
る
こ
と

も
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
指
標
と
な
る
の
が
、
雪
の
降
る
日
の
屋
敷
内
で
、
男
性
に
向
か
っ
て
香

炉
の
よ
う
な
も
の
の
中
の
灰
を
浴
び
せ
る
女
性
の
姿
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
物
語
か

ら
該
当
の
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
。

侍
ひ
に
人
々
声
し
て
、 「
雪
少
し
ひ
ま
あ
り
。
夜
は
更
け
ぬ
ら
む
か
し
」
な
ど
、
さ
す
が

に
ま
ほ
に
は
あ
ら
で
、
そ
ゝ
の
か
し
聞
え
て
、
声
づ
く
り
合
へ
り
。
中
将
、
木
工
な
ど
、

「
あ
は
れ
の
世
や
」
な
ど
う
ち
嘆
き
つ
ゝ
、
語
ら
ひ
て
臥
し
た
る
に
、
正
身
は
い
み
じ
う

思
ひ
静
め
て
、 

ら
う
た
げ
に
寄
り
臥
し
給
へ
り
と
見
る
程
に
、
に
は
か
に
起
き
上
が
り

て
、
大
き
な
る
籠
の
下
な
り
つ
る
火
取
り
を
取
り
寄
せ
て
、
殿
の
後
ろ
に
寄
り
て
、
さ

と
沃
か
け
給
ふ
程
、
人
の
や
ゝ
み
あ
ふ
る
程
も
な
う
あ
さ
ま
し
き
に
、
あ
き
れ
て
も
の

し
給
ふ
。
さ
る
細
か
な
る
灰
の
、
目
鼻
に
も
入
り
て
、
お
ぼ
ゝ
れ
て
物
も
覚
え
ず
、
払

ひ
捨
て
給
へ
ど
、
立
ち
満
ち
た
れ
ば
、
御
衣
ど
も
脱
ぎ
給
ひ
つ
。
う
つ
し
心
に
て
か
く

し
給
ふ
ぞ
、と
思
は
ば
、ま
た
顧
す
べ
く
も
あ
ら
ず
あ
さ
ま
し
け
れ
ど
、例
の
御
物
怪
の
、

人
に
疎
ま
せ
む
と
す
る
業
と
、
お
前
な
る
人
々
も
、
い
と
ほ
し
う
見
奉
る
。

　

屋
敷
内
の
三
人
の
人
物
の
内
、
直
衣
姿
の
男
性
が
大
将
（
髯
黒
大
将
）
で
、
直
ぐ
近
く
に
い

る
女
性
が
大
将
の
北
の
方
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
も
う
一
人
の
女
性
は
北
の
方
と
一
緒
に

い
た
女
房
の
内
、
中
将
の
御
許
か
、
木
工
の
君
か
、
何
れ
か
だ
ろ
う
。
北
の
方
が
右
手
に
持
っ

て
い
る
の
は
火
取
と
呼
ば
れ
る
香
炉
で
あ
り
、
こ
れ
は
火
取
母
と
い
う
陶
器
の
中
に
銀
製
の
薫

炉
を
入
れ
て
そ
の
中
で
香
を
焚
き
、
火
取
母
の
上
に
は
火
取
籠
を
被
せ
る
も
の
で
あ
る
（
註
11
）。

　

物
語
の
中
の
描
写
に
よ
れ
ば
、
北
の
方
は
、
玉
蔓
に
会
う
べ
く
間
も
な
く
外
出
し
よ
う
と
し

て
い
た
大
将
の
衣
服
に
香
を
焚
き
し
め
さ
せ
る
た
め
、
大
き
な
伏
籠
の
下
に
火
取
を
置
い
て
使

用
し
て
い
た
が
、
突
然
、
伏
籠
の
中
か
ら
火
取
を
取
り
出
し
、
中
の
灰
を
大
将
に
背
後
か
ら
浴

び
せ
た
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
急
な
出
来
事
で
、
周
囲
の
人
々
に
は
北
の
方
を
取
り
押
さ
え

る
こ
と
も
で
き
ず
、
大
将
も
呆
然
と
し
て
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
画
中
の
大
将
は
、

右
手
に
持
つ
檜
扇
で
灰
を
避
け
、
左
手
で
は
北
の
方
を
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
え
る
。
女

房
は
驚
い
て
い
る
様
子
で
も
な
く
、
静
観
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
描
写

を
必
ず
し
も
忠
実
に
絵
画
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

火
取
に
関
し
て
も
、
北
の
方
が
火
取
母
だ
け
を
手
に
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
火
取

籠
も
伏
籠
も
見
え
な
い
の
は
、
描
く
を
要
し
な
い
と
判
断
さ
れ
て
省
略
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
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も
調
度
や
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
関
す
る
考
証
や
認
識
の
欠
如
に
よ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
火
取
の
姿
形
は
考
証
に
基
づ
い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

源
氏
物
語
を
絵
画
化
す
る
と
き
、
第
三
十
一
帖
「
真
木
柱
」
か
ら
は
、
題
名
そ
の
ま
ま
に
、

真
木
柱
の
寂
し
げ
な
様
子
を
表
し
た
場
面
が
選
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
。
北
の
方
に
連
れ
ら
れ
て

式
部
卿
宮
の
家
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た
真
木
柱
が
、
大
将
の
屋
敷
を
退
去
す
る
直
前
、「
今

は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
慣
れ
来
つ
る
真
木
の
柱
は
我
を
忘
る
な
」
の
歌
を
記
し
た
紙
を
、
住
み

慣
れ
た
家
の
柱
の
割
れ
目
に
差
し
挟
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
例
と
し
て
、 

伝
土
佐
光
元
筆 《
源

氏
物
語
図
》 （
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）、
狩
野
氏
信
筆
《
源
氏
物
語
図
屏
風
》 （
個
人
蔵
）、
住
吉

如
慶
筆
《
源
氏
物
語
手
鑑
》 （
個
人
蔵
）
が
挙
げ
ら
れ
る
（
註
12
）。

　

こ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
ず
、
北
の
方
が
大
将
に
灰
を
浴
び
せ
る
場
面
も
古
来
好
ん
で
描
か
れ

て
き
た
が
、
場
面
の
中
の
ど
の
時
点
を
選
択
す
る
の
か
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。《
源
氏

物
語
扇
面
散
屏
風
》 （
浄
土
寺
蔵
）、
土
佐
光
起
筆
《
源
氏
物
語
画
帖
》 （
個
人
蔵
）
で
は
、
事
件

が
未
だ
発
生
し
て
い
な
い
時
分
の
、
火
取
を
床
に
置
い
た
状
態
が
描
か
れ
て
い
る
が
（
註
13
）、

伝
土
佐
光
吉
筆
《
源
氏
物
語
図
屏
風
》 （
出
光
美
術
館
蔵
）
で
は
、
灰
を
浴
び
せ
る
直
前
の
、
北

の
方
が
火
取
を
手
に
取
っ
た
瞬
間
が
捉
え
ら
れ
（
註
14
）、
土
佐
光
信
の
工
房
の
作
と
考
え
ら
れ

る
《
源
氏
物
語
画
帖
》 （
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
美
術
館
蔵
）
で
は
、
灰
を
浴
び
せ
る
瞬
間
そ
の
も

の
が
造
形
化
さ
れ
て
い
る
（
註
15
）。
山
本
春
正
の
《
絵
入
源
氏
物
語
》
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸

時
代
の
版
本
で
は
、
灰
を
か
け
ら
れ
て
驚
き
慌
て
る
髯
黒
の
大
将
の
姿
を
や
や
滑
稽
に
表
現
し

た
例
が
少
な
く
な
い
。

　

遠
藤
広
実
の
絵
で
は
、
大
将
は
北
の
方
か
ら
浴
び
せ
ら
れ
る
灰
を
檜
扇
で
避
け
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
動
作
は
前
述
の
《
源
氏
物
語
画
帖
》 （
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
美
術
館
蔵
）

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
住
吉
如
慶
の
画
、池
田
光
政
の
書
に
よ
る
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
《
源

氏
物
語
扇
面
画
帖
》 （
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
で
は
、
北
の
方
が
右
手
に
持
つ
火
取
を
大
将
へ

向
け
て
灰
を
浴
び
せ
、
大
将
は
顔
を
背
け
な
が
ら
、
右
手
に
持
つ
檜
扇
で
灰
を
避
け
、
左
手
で

は
北
の
方
を
制
し
て
い
る
（
註
16
）。
こ
こ
に
見
る
両
名
の
姿
態
は
、
広
実
の
絵
に
見
る
両
名
の

姿
態
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
広
実
が
本
作
品
を
制
作
す
る
に
際
し
、
土
佐
派
、
住
吉
派
に

伝
わ
る
粉
本
に
基
づ
い
て
、
流
派
に
お
け
る
形
象
の
伝
統
を
継
い
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

四　

和
歌
二
首

　

本
作
品
に
は
両
幅
と
も
画
面
の
上
の
方
に
色
紙
型
が
描
き
込
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
歌
一
首
が

記
さ
れ
て
い
る
。
右
幅
の
初
音
図
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
「
と
し
月
を
ま
つ
の
ち
と
せ
を
へ
て

も
な
を
は
つ
音
き
こ
ゆ
る
は
る
の
う
く
ひ
す　

實
愛
」、
左
幅
の
真
木
柱
図
に
書
か
れ
て
い
る
の

は
「
う
ち
は
ら
ふ
袖
の
か
ほ
り
は
し
ら
雪
の
ふ
り
し
よ
ゝ
に
も
な
を
の
こ
り
け
り　

實
愛
」
で

あ
る
。

　

前
者
は
、
春
の
鴬
の
「
初
音
」
が
、
そ
れ
を
「
ま
つ
」
人
の
、
松
の
千
歳
の
よ
う
に
永
い
歳

月
を
経
て
ゆ
く
間
に
も
、
毎
年
、
聞
こ
え
続
け
る
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
。
母
子
の
絆
の
強
さ
を

称
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
妻
が
夫
の
衣
に
焚
き
染
め
た
香
が
、
た
と
え
白
雪
を
そ
の

衣
の
袖
で
打
ち
払
う
よ
う
な
日
々
が
続
き
、
し
か
も
白
雪
が
降
る
よ
う
に
歳
月
が
経
り
ゆ
こ
う

と
も
、
そ
の
袖
に
は
残
り
続
け
る
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
。
夫
婦
の
愛
の
深
さ
を
称
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
何
れ
の
歌
も
、
絵
の
内
容
、
物
語
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
描
か
れ
た
要
素
か
ら

の
連
想
に
基
づ
い
て
長
寿
の
目
出
度
さ
を
表
現
し
、
鑑
戒
よ
り
も
祝
意
を
強
調
し
て
い
る
。

五　

正
親
町
三
条
実
愛

  

（
１
）
着
賛
者
「
実
愛
」
と
は
誰
か
？

　

問
題
は
、
そ
の
筆
者
で
あ
る
。

　

一
般
に
「
實
愛
」
と
聞
け
ば
、
誰
も
が
幕
末
の
討
幕
派
の
公
卿
、
正
親
町
三
条
実
愛
を
想
起

す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
二
月
二
十
三
日
以
降
は
「
嵯
峨
実
愛
」
と
称

し
た
人
で
あ
る
（
註
17
）。
田
中
光
顕
旧
蔵
と
伝
え
ら
れ
る
嵯
峨
実
愛
の
書
《
春
河
》 （
早
稲
田
大

学
図
書
館
蔵
）
等
の
署
名
（
註
18
）
と
比
較
す
れ
ば
、
ゆ
っ
た
り
し
た
運
筆
に
よ
る
柔
和
な
字
の

姿
形
か
ら
、
本
作
品
の
色
紙
型
の
署
名
も
正
親
町
三
条
（
嵯
峨
）
実
愛
に
よ
る
と
見
て
問
題
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

正
親
町
三
条
家
の
第
二
十
八
代
当
主
に
あ
た
る
こ
の
実
愛
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
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十
二
月
五
日
に
生
ま
れ
た
。
父
は
正
親
町
三
条
実
義
で
、
母
は
信
濃
国
松
本
藩
主
の
戸
田
光
年

（
松
平
丹
波
守
）
の
娘
で
あ
る
。
父
の
夭
逝
の
直
後
、
三
歳
で
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
八
歳
の

と
き
昇
殿
を
許
さ
れ
て
以
降
、
参
議
、
権
中
納
言
を
経
て
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
数
え
年

四
十
歳
で
権
大
納
言
に
ま
で
昇
り
詰
め
た
。
議
奏
や
国
事
御
用
掛
に
も
起
用
さ
れ
、
公
武
合
体

派
と
し
て
活
動
し
た
が
、
や
が
て
討
幕
派
に
転
じ
、
岩
倉
具
視
の
下
、
中
山
忠
能
、
中
御
門
経

之
と
と
も
に
維
新
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

正
親
町
三
条
家
は
大
臣
家
と
呼
ば
れ
る
公
家
の
一
つ
で
あ
り
、
摂
家
、
清
華
家
に
次
ぐ
家
格

を
誇
る
。
名
実
と
も
に
上
級
の
貴
族
で
あ
る
。
遠
藤
広
実
の
絵
に
実
愛
が
和
歌
を
書
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
広
実
と
実
愛
と
の
間
に
接
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
広
実
の
主
君
で
あ
る
伊
予
松
山
藩
主
の
久
松
（
松
平
）
家
と
実
愛
と
の
間
に
接
点
が
あ
っ

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
接
点
を
想
定
す
る
の
は
一
般
に
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。

な
ぜ
な
ら
久
松
家
は
幕
末
に
老
中
を
つ
と
め
、
長
州
征
伐
で
は
先
頭
に
立
ち
、
鳥
羽
伏
見
の
戦

後
に
は
朝
敵
と
な
っ
た
大
名
で
あ
り
、
討
幕
派
と
し
て
活
躍
し
た
実
愛
と
は
敵
対
関
係
に
あ
っ

た
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

  

（
２
）
嵯
峨
実
愛
日
記
に
お
け
る
久
松
家
関
係
記
事

　

し
か
し
、
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
実
は
久
松
家
と
実
愛
と
の
間
に
は
盛
ん
な
交
流
、
密
な
交

友
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
、
実
愛
が
遺
し
た
日
記
で
あ
る
。
元
治
元

年
（
一
八
六
四
）
七
月
一
日
か
ら
明
治
二
十
五
年
七
月
二
日
ま
で
書
か
れ
た
膨
大
な
日
記
は
、

そ
の
写
本
が
宮
内
庁
書
陵
部
に
あ
る
が
、
明
治
四
年
ま
で
の
分
は
、
日
本
史
籍
協
会
に
よ
っ
て

『
嵯
峨
実
愛
日
記
』
と
題
さ
れ
、
三
巻
本
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
（
註
19
）。

　

こ
の
公
刊
さ
れ
た
日
記
三
巻
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
久
松
家
に
関
す
る
記
事
が
少
な
く
な

い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
（
表
１
）。
当
時
の
久
松
家
の
動
向
を
た
ど
り
な
が
ら
（
註
20
）、
日
記
中

の
記
述
と
照
合
し
て
ゆ
こ
う
。

　

実
愛
が
日
記
を
書
き
始
め
た
元
治
元
年
の
七
月
十
日
の
記
事
に
は
、「
松
平
隠
岐
守
」
の
使
者

を
迎
え
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
隠
岐
守
は
松
山
藩
主
の
久
松
家
が
世
襲
し
た
官
職
で
あ

り
、
同
家
は
、
初
代
藩
主
の
父
が
徳
川
家
康
の
異
父
弟
で
あ
る
こ
と
か
ら
松
平
の
姓
を
与
え
ら

れ
て
い
た
の
で
、
代
々
「
松
平
隠
岐
守
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
当
時
の
松
山
藩
主
は
第
十
三
代

の
久
松
勝
成
で
、
同
年
四
月
以
来
、
幕
命
に
よ
る
禁
裏
の
警
備
の
た
め
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
。

実
愛
の
日
記
に
は
、
将
軍
徳
川
家
茂
に
随
従
し
て
上
洛
し
た
勝
成
が
、
参
内
を
済
ま
せ
た
と
こ

ろ
で
正
親
町
三
条
家
へ
使
者
を
送
っ
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
わ
ず
か
数
日
後
に
は
禁

門
の
変
（
蛤
御
門
の
変
）
が
起
こ
り
、
松
山
藩
は
桑
名
藩
と
と
も
に
御
所
を
警
固
し
て
長
州
藩

を
撃
退
し
た
の
ち
、
第
一
次
長
州
征
伐
で
も
先
鋒
と
し
て
兵
を
遣
わ
し
た
。

　

し
か
し
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
の
第
二
次
長
州
征
伐
で
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
、
慶
應
三
年

九
月
二
十
日
、
勝
成
に
代
わ
っ
て
養
子
の
久
松
定
昭
が
第
十
四
代
藩
主
と
な
り
、
さ
ら
に
同
月

二
十
三
日
、
老
中
上
座
に
も
任
命
さ
れ
た
。
将
軍
徳
川
慶
喜
が
定
昭
に
期
待
し
、
要
求
し
た
役

割
は
、
朝
廷
と
幕
府
の
間
の
周
旋
役
だ
っ
た
（
註
21
）。
こ
の
と
き
定
昭
は
隠
岐
守
で
は
な
く
伊

予
守
の
官
職
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、
同
年
十
一
月
二
十
六
日
の
実
愛
の
日
記
に
は
「
松
平
伊
予

守
」
と
い
う
名
で
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
間
、
十
月
十
四
日
に
は
大
政
奉
還
が
行
わ
れ
、
慶
喜

は
将
軍
職
を
辞
し
、
同
月
十
九
日
、
定
昭
も
老
中
を
辞
し
た
。

　

慶
応
四
年
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
後
の
一
月
八
日
、
定
昭
は
官
位
を
剥
奪
さ
れ
、
朝
敵
と
決
め
付

け
ら
れ
た
松
山
藩
は
、
や
が
て
長
州
藩
に
占
領
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
直
前
の
同
年
一
月

二
十
六
日
、
先
ん
じ
て
土
佐
藩
に
保
護
さ
れ
た
。
そ
の
間
の
一
月
十
三
日
、
実
愛
の
日
記
に
「
四

国
松
山
等
討
論
ノ
こ
と
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
松
山
藩
の
今
後
の
処
遇
が
決
め
ら
れ
た
こ

と
を
表
し
て
い
よ
う
か
。

　

定
昭
は
同
年
一
月
二
十
五
日
以
来
、
常
信
寺
で
自
ら
謹
慎
し
て
い
た
が
、
同
年
五
月
十
三
日
、

朝
廷
（
新
政
府
）
に
よ
っ
て
蟄
居
の
継
続
を
命
じ
ら
れ
、養
父
の
勝
成
が
再
び
藩
主
（
第
十
五
代
）

と
な
っ
た
。
七
月
八
日
に
は
松
平
（
源
氏
）
の
姓
を
返
上
し
、久
松
（
菅
原
氏
）
の
姓
に
復
し
た
。

ゆ
え
に
同
年
八
月
六
日
、
実
愛
の
日
記
に
は
「
久
松
隠
岐
守
」
と
い
う
名
が
登
場
し
て
い
る
。

勝
成
を
指
し
て
い
る
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
十
二
月
八
日
の
日
記
に
は
「
久
松
少
将
」
と

い
う
名
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
勝
成
を
指
し
て
い
る
。
翌
年
六
月
に
版
籍
奉
還
が
あ
り
、
同
年

七
月
十
五
日
以
降
の
日
記
で
は
「
豫
州
松
山
知
藩
事
久
松
従
四
位
」、 「
久
松
従
四
位
」
と
い
う

〔5〕

遠藤広実筆《源氏物語図》双幅―松山藩久松家と正親町三条実愛



名
に
変
化
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
二
年
三
月
六
日
に
蟄
居
を
解
か
れ
た
定
昭
は
、
同
年
十
一
月
十
日
以

降
の
日
記
に
「
久
松
従
五
位
」、 「
豫
州
松
山
藩
知
事
息
久
松
従
五
位
」
と
い
う
名
で
記
さ
れ
て

い
る
。
定
昭
が
再
び
家
督
を
相
続
し
て
松
山
藩
知
事
に
就
任
し
た
の
は
明
治
四
年
一
月
十
四
日

で
あ
り
、
同
年
一
月
十
六
日
の
日
記
で
は
「
松
山
藩
知
事
久
松
従
五
位
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

  

（
３
）
松
山
藩
久
松
家
の
戦
略

　

元
治
元
年
か
ら
明
治
四
年
ま
で
の
間
、
久
松
家
の
勝
成
も
定
昭
も
、
実
愛
を
度
々
訪
ね
た
り

使
者
を
遣
わ
し
た
り
し
て
、
国
産
品
や
書
状
を
盛
ん
に
贈
っ
て
い
た
。
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た

ら
し
い
と
判
る
が
、
中
で
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
松
山
藩
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
時
期

の
、
慶
應
四
年
六
月
か
ら
八
月
ま
で
の
動
向
で
あ
る
。

　

六
月
二
十
七
日
、
実
愛
は
「
隠
岐
ノ
こ
と
」
を
輔
相
（
岩
倉
具
視
か
三
条
実
美
か
）
に
申
し

入
れ
て
大
原
（
大
原
重
徳
か
）
に
書
付
類
を
渡
し
、
八
月
六
日
に
は
徳
大
寺
前
右
府
（
前
右
大

臣
の
徳
大
寺
公
純
）
か
ら
「
久
松
隠
岐
守
面
会
之
こ
と
」
を
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
二
日
後
に
は
、

松
山
藩
の
家
臣
で
あ
る
久
松
静
馬
が
実
愛
を
訪
ね
て
「
近
日
面
会
之
事
」
を
頼
み
、
八
月

二
十
三
日
に
漸
く
、
実
愛
と
勝
成
の
面
会
が
実
現
し
た
。
当
日
、
勝
成
に
は
家
老
の
静
馬
が
随

行
し
、
実
愛
に
対
し
て
多
大
の
贈
物
を
捧
げ
た
。
こ
の
と
き
の
贈
物
は
、
実
愛
の
家
族
だ
け
で

は
な
く
正
親
町
三
条
家
に
仕
え
る
人
々
皆
に
ま
で
行
き
渡
る
大
盤
振
る
舞
い
だ
っ
た
こ
と
か

ら
、
同
日
、
実
愛
は
勝
成
の
旅
宿
に
使
者
を
遣
わ
し
て
感
謝
の
意
を
伝
え
た
。
そ
し
て
三
日
後

に
は
実
愛
、
侍
従
、
夫
人
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
勝
成
に
対
し
て
答
礼
の
贈
物
を
し
た
の
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
間
の
七
月
二
十
六
日
、
天
龍
院
（
何
者
で
あ
る
か
は
不
明
）
が
実
愛

と
面
談
し
、「
松
山
廻
縁
両
敬
之
事
」
を
伝
え
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
述
の
意
味
は
定

か
で
は
な
い
が
、
八
月
二
十
三
日
の
日
記
に
「
大
垣
よ
り
廻
縁
依
両
敬
相
結
」
と
記
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
想
像
す
る
に
、
久
松
家
の
嫡
流
が
江
戸
時
代
初
期
に
は
美
濃
国
大
垣
藩
主
を
つ

と
め
て
い
た
こ
と
、
松
山
藩
の
初
代
藩
主
と
な
っ
た
久
松
（
松
平
）
定
行
の
弟
で
あ
る
定
綱
も

大
垣
藩
主
を
つ
と
め
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
、
寛
永
期
以
降
の
大
垣
藩
主
が
戸
田
家
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
松
山
藩
主
の
久
松
家
と
、
戸
田
家
の
源
流
に
あ
た
る
正
親
町
三
条
家
と
の
間
に
は
遠

い
縁
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
月
八
日
の
日
記
を
見
る

限
り
、
松
山
藩
士
の
静
馬
か
ら
も
実
愛
に
対
し
て
「
大
垣
家
よ
り
廻
縁
之
続
」
の
話
を
伝
え
て

い
た
ら
し
い
。
久
松
家
が
、
正
親
町
三
条
家
と
の
間
の
こ
の
よ
う
な
遠
い
縁
の
話
を
わ
ざ
わ
ざ

持
ち
出
し
て
ま
で
も
実
愛
と
の
友
好
関
係
を
求
め
た
の
は
、
朝
敵
の
汚
名
を
返
上
し
、
定
昭
の

名
誉
を
回
復
す
る
た
め
の
戦
略
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

  

（
４
）
友
好
関
係
の
深
化

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
実
愛
が
東
京
へ
移
転
し
た
際
、
外
桜
田
に
あ
っ
た
久
松
家
の
屋
敷

を
借
り
受
け
て
居
住
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
慶
應
四
年
七
月
、
江
戸
が
東
京
へ
改
称
さ
れ
、

九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
東
京
へ
の
行
幸
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
直
前
に
あ
た
る
九
月
三
日
、

実
愛
は
日
記
に
「
松
山
邸
ノ
こ
と
」
と
記
し
、
九
月
六
日
に
は
「
久
松
静
馬
来
御
誓
約
藩
邸
返

下
等
礼
申
来
」
等
と
も
記
し
た
。
正
親
町
三
条
家
と
久
松
家
の
面
会
が
実
現
し
た
直
後
に
は
、

久
松
家
の
江
戸
藩
邸
を
実
愛
が
借
用
す
る
と
い
う
話
が
、
既
に
成
立
し
て
い
た
ら
し
い
。

　

そ
し
て
実
愛
が
「
外
桜
田
久
松
隠
岐
守
邸
」
に
居
住
し
た
の
は
短
期
間
で
、
や
が
て
母
の
実

家
で
あ
る
松
本
藩
戸
田
家
の
屋
敷
へ
移
転
し
た
が
、
こ
の
借
家
の
と
き
以
降
、
実
愛
と
久
松
家

の
関
係
は
親
戚
同
然
と
も
見
え
る
程
に
深
ま
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
実
愛
の
日
記
の
記
述
か
ら
は
、
松
山
藩
主
の
久
松
家
が
正
親
町
三
条
家
と
の
間

に
極
め
て
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
が
読
め
て
く
る
が
、
両
家
の
関
係
が
深
ま
っ
た
の

は
慶
應
四
年
八
月
以
降
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
両
敬
相
結
」
た
め
に
わ
ざ
わ

ざ
「
大
垣
よ
り
廻
縁
」
の
話
ま
で
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
か
ら
推
察
さ
れ
る
。

元
治
元
年
や
慶
應
三
年
に
も
接
点
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
幕
府
か
ら
京
都
の
警
備
を
命
じ
ら
れ

て
い
た
有
力
な
大
名
と
、
有
力
な
公
卿
と
の
間
の
儀
礼
上
の
関
係
で
し
か
な
か
っ
た
ろ
う
。

  
（
５
）
着
賛
の
時
期

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
本
稿
の
主
人
公
で
あ
る
遠
藤
広
実
筆
《
源
氏
物
語
図
》

双
幅
に
話
を
戻
そ
う
。

　

本
作
品
の
絵
を
広
実
が
制
作
し
た
の
は
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
で
あ
り
、
同
年
の
実
愛
は

数
え
年
二
十
九
歳
で
あ
る
。
当
時
の
松
山
藩
主
は
第
十
二
代
の
勝
善
で
、
彼
は
前
年
の
弘
化
四
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年
、
水
戸
徳
川
家
に
生
ま
れ
て
讃
岐
高
松
藩
の
第
九
代
藩
主
と
な
っ
た
松
平
頼
恕
か
ら
、
そ
の

三
男
を
養
女
の
婿
養
子
に
迎
え
た
。
の
ち
の
勝
成
で
あ
る
。
こ
の
婚
礼
の
一
年
後
に
、
何
か
祝

い
の
品
と
し
て
本
作
品
が
制
作
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
同
じ
嘉
永
元
年
、

実
愛
は
公
卿
に
列
せ
ら
れ
た
の
で
、
源
氏
物
語
絵
の
色
紙
型
に
和
歌
を
書
く
に
は
申
し
分
な
い

地
位
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
時
点
で
松
山
藩
久
松
家
と
実
愛
と
の
間
に

ど
れ
だ
け
の
交
友
が
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

し
か
し
慶
應
四
年
八
月
以
降
で
あ
れ
ば
、
極
め
て
親
密
な
関
係
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

ゆ
え
に
実
愛
が
本
作
品
に
和
歌
を
書
い
た
の
は
そ
れ
以
降
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
広
実
の
没
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
久
松
家
が
生
前
の
広
実
に
制
作
さ
せ
て
蔵
し
て
い
た
物

語
絵
を
、
は
る
か
後
に
な
っ
て
活
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

明
治
二
年
三
月
十
八
日
の
実
愛
の
日
記
に
は
「
伊
与
筆
料
ノ
こ
と
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

こ
れ
が
何
を
物
語
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
作
品
の
色
紙
型
に
和
歌
を
書
い
た
こ
と

に
対
す
る
久
松
家
か
ら
の
報
酬
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
可
能
性
も
、
皆
無
で
は
な
か
ろ
う
。

結
　

遠
藤
広
実
筆
《
源
氏
物
語
図
》
双
幅
は
、
右
幅
に
第
二
十
三
帖
「
初
音
」
の
、
源
氏
の
大
臣

の
君
が
明
石
の
姫
君
を
訪
ね
る
場
面
を
描
き
、
左
幅
に
は
第
三
十
一
帖
「
真
木
柱
」
の
、
髯
黒

の
大
将
が
北
の
方
か
ら
火
取
の
灰
を
浴
び
せ
ら
れ
る
場
面
を
描
い
て
い
る
。
前
者
が
表
現
し
て

い
る
の
は
、
母
子
の
絆
の
強
さ
、
夫
婦
の
愛
の
深
さ
で
あ
り
、
後
者
は
、
夫
婦
の
破
局
、
一
家

の
離
散
で
あ
る
。
両
幅
の
画
面
の
上
の
方
に
は
そ
れ
ぞ
れ
色
紙
型
が
あ
り
、
何
れ
に
も
正
親
町

三
条
実
愛
が
和
歌
を
記
し
て
い
る
。
右
幅
の
歌
は
母
子
の
絆
の
永
続
性
を
称
え
、
左
幅
の
歌
は

夫
婦
の
愛
の
永
続
性
を
称
え
て
い
る
と
読
め
る
。
ゆ
え
に
本
作
品
の
制
作
の
目
的
が
、
婚
姻
関

係
を
結
ん
だ
者
に
対
す
る
祝
福
と
鑑
戒
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

本
作
品
の
絵
を
広
実
が
制
作
し
た
の
は
嘉
永
元
年 

（
一
八
四
八
）
で
あ
り
、 

前
年
の
弘
化
四

年
、
広
実
の
主
君
に
あ
た
る
松
山
藩
主
の
久
松
（
松
平
）
勝
善
は
、
養
女
の
婿
養
子
と
し
て
、

高
松
藩
主
の
松
平
頼
恕
か
ら
そ
の
三
男
（
の
ち
の
勝
成
）
を
迎
え
た
。
こ
の
婚
礼
の
一
年
後
に
、

祝
い
の
品
と
し
て
本
作
品
が
制
作
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
色
紙
型
に

歌
が
揮
毫
さ
れ
た
の
は
別
の
時
期
で
あ
り
得
る
。
実
愛
と
久
松
家
と
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
、

む
し
ろ
慶
應
四
年
八
月
以
降
に
書
か
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
歌
が
記
さ
れ
た
の
が

慶
應
四
年
八
月
以
降
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
い
わ
ば
未
完
成
の
状
態
に
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
作
品
は
用
途
を
満
た
さ
ず
、
未
使
用
だ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
松
山
藩
に
お
け
る
遠
藤
家
の
画
御
用
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ

の
一
端
を
も
想
像
さ
せ
得
る
。
遠
藤
家
の
広
古
と
広
実
の
父
子
は
、
も
と
も
と
江
戸
の
住
吉
派

の
絵
所
を
活
動
の
拠
点
と
し
た
絵
師
で
あ
り
、
松
山
藩
の
画
御
用
も
江
戸
に
お
い
て
務
め
、
松

山
藩
の
他
の
絵
師
た
ち
（
狩
野
派
）
よ
り
も
恵
ま
れ
た
扱
い
を
受
け
て
い
た
（
註
22
）。
い
わ
ば

客
員
の
よ
う
な
立
場
で
あ
り
、
作
品
の
制
作
に
関
し
て
は
、
必
要
が
生
じ
た
と
き
即
座
に
制
作

を
求
め
ら
れ
る
よ
り
は
む
し
ろ
必
要
に
備
え
て
予
め
制
作
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
源
氏
物
語
の
よ
う
な
古
典
に
取
材
し
た
絵
画
は
諸
侯
の
間
の
贈
答

品
に
は
相
応
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
広
実
は
松
山
藩
か
ら
随
時
そ
の
発
注
を
受
け
て
制

作
し
、
納
品
し
て
、
松
山
藩
は
そ
う
し
た
作
品
群
を
蔵
に
貯
え
、
必
要
に
応
じ
て
贈
答
品
や
下

賜
品
に
使
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
推
測
す
る
と
き
、
本
作
品
は
そ

の
一
例
で
あ
り
、
画
と
書
の
制
作
時
期
の
時
差
も
こ
の
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

本
作
品
に
実
愛
の
書
を
求
め
た
の
が
ど
の
よ
う
な
目
的
に
因
る
の
か
は
現
時
点
で
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
こ
の
揮
毫
が
久
松
家
と
実
愛
の
間
の
交
友
の
所
産
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
く
、

両
者
の
交
友
の
背
景
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
の
政
治
上
の
大
変
革
を
生
き
延
び

て
ゆ
く
た
め
の
、 「
敗
者
」
の
強
か
な
戦
略
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
本
作
品
の
現
存
は
そ
う

し
た
背
景
を
微
か
に
伝
え
て
い
る
に
相
違
な
い
。

〔7〕

遠藤広実筆《源氏物語図》双幅―松山藩久松家と正親町三条実愛



註（
1
）　 

梶
岡
秀
一
「
幕
末
明
治
初
期
住
吉
派
に
お
け
る
復
古
派
と
し
て
の
遠
藤
廣
宗
、
遠
藤
貫
周
と
住
吉
廣
賢
」
及
び

長
井
健
「
松
山
藩
絵
師
・
遠
藤
広
実
研
究
（
一
）」、 『
愛
媛
県
美
術
館　

平
成
二
十
三
年
度
年
報
・
研
究
紀
要
第

十
一
号
』 （
二
〇
一
二
年
）。

（
2
）　

愛
媛
県
美
術
館
が
平
成
二
十
六
年
九
月
十
三
日（
土
）か
ら
十
二
月
十
四
日（
日
）ま
で
開
催
し
た
所
蔵
品
展「
伊

予
近
世
絵
画　

―
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
期
ま
で
」に
お
い
て
初
め
て
公
開
し
、 

平
成
二
十
七
年
七
月
三
日（
金
）

か
ら
九
月
二
十
七
日
（
日
）
ま
で
開
催
し
た
「
伊
予
近
世
の
書
画
」
で
も
再
び
展
示
し
た
。

（
3
）　

前
掲
註
1
「
幕
末
明
治
初
期
住
吉
派
に
お
け
る
復
古
派
と
し
て
の
遠
藤
廣
宗
、 

遠
藤
貫
周
と
住
吉
廣
賢
」、 

二
頁
。

（
4
）　

本
稿
で
は
源
氏
物
語
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
玉
上
琢
彌
訳
注
『
源
氏
物
語
』
全
十
巻
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

を
用
い
て
い
る
。

（
5
）　

秋
山
虔
・
小
町
谷
照
彦
編
『
源
氏
物
語
図
典
』 （
一
九
九
七
年
）、
六
三
頁
。

（
6
）　 

秋
山
虔
・
田
口
榮
一
監
修
『
豪
華
﹇
源
氏
絵
﹈
の
世
界　

源
氏
物
語
』 （
一
九
九
九
年
）、
二
四
八
頁
、
一
一
八
頁
。

京
都
文
化
博
物
館
編
『
源
氏
物
語
千
年
紀
事
業
・
開
館
二
十
周
年
記
念
特
別
展　

源
氏
物
語
千
年
紀
展　

―
恋
、

千
年
の
時
空
を
こ
え
て
―
』 （
二
〇
〇
八
年
）、
三
九
頁
。

（
7
）　 

徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
編
集
『
源
氏
物
語
と
宮
廷
文
化
へ
の
あ
こ
が
れ
』 （
二
〇
〇
九
年
、
徳
島
市
立
徳
島
城

博
物
館
）、
二
九
頁
。

（
8
）　 

堀
内
祐
子
「
第
二
十
三
帖　

初
音
」 （「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
學
美
術
館
藏
「
源
氏
物
語
畫
帖
」
解
説
」
の
内
）、 『
國

華
』
第
一
二
二
二
号
（
一
九
九
七
年
、
國
華
社
）、
四
四
頁
。

（
9
）　

前
掲
註
6
『
豪
華
﹇
源
氏
絵
﹈
の
世
界　

源
氏
物
語
』、
二
六
八
頁
、
一
二
〇

－

一
二
一
頁
、
一
一
九
頁
。

（
10
）　 

植
松 

稚
葉
・
吉
田
早
織
『
ビ
ジ
ュ
ア
ル
選
書　

源
氏
物
語
絵
巻
』 （
二
〇
一
一
年
、
新
人
物
往
来
社
）、
五
八

－

五
九
頁
。
前
掲
註
5
『
源
氏
物
語
千
年
紀
展
』、
三
八
頁
。

（
11
）　

前
掲
註
5
『
源
氏
物
語
図
典
』、
五
二

－
五
三
頁
。

（
12
）　

鈴
木
日
出
男
監
修
『
別
冊
太
陽　

日
本
の
こ
こ
ろ
１
４
０　

王
朝
の
雅　

源
氏
物
語
の
世
界
』 （
二
〇
〇
六
年
、

平
凡
社
）、
一
三
八
頁
。
前
掲
註
6
『
源
氏
物
語
千
年
紀
展
』、
四
三
頁
。
前
掲
註
6
『
豪
華
﹇
源
氏
絵
﹈
の
世

界　

源
氏
物
語
』、
一
四
七
頁
。

（
13
）　

前
掲
註
6
『
豪
華
﹇
源
氏
絵
﹈
の
世
界　

源
氏
物
語
』、
一
四
六
頁
、
二
六
九
頁
。

（
14
）　

前
掲
註
6
『
源
氏
物
語
千
年
紀
展
』、
四
二
頁
。

（
15
）　 

前
掲
註
12
『
別
冊
太
陽　

王
朝
の
雅　

源
氏
物
語
の
世
界
』、
一
三
九
頁
。
こ
の
画
面
に
つ
い
て
の
詳
し
い
解
説

と
し
て
、
成
原
有
貴
「
第
三
十
一
帖　

眞
木
柱
」 （「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
學
美
術
館
藏
「
源
氏
物
語
畫
帖
」
解
説
」

の
内
）、
前
掲
註
８
『
國
華
』
第
一
二
二
二
号
、
四
六
頁
。

（
16
）　 

早
稲
田
大
学
図
書
館
の
公
式
サ
イ
ト
内
に
あ
る
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://

w
w
w
.w
ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/

）。

（
17
）　

浅
見
雅
男
『
華
族
誕
生　

名
誉
と
体
面
の
明
治
』 （
一
九
九
九
年
、
中
央
公
論
新
社
）、
一
八
一
頁
。

（
18
）　

前
掲
註
16
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」。

（
19
）　 

大
塚
武
松
編
輯
『
嵯
峨
實
愛
日
記
』 （
一
九
二
九

－

三
一
年
、
日
本
史
籍
協
会
）。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
で
き
る
。
な
お
、
今
回
は
公
刊
さ
れ
た
『
嵯
峨
実
愛
日
記
』
三
巻
本
に
よ
っ
て
明
治
四

年
ま
で
の
記
事
を
調
べ
た
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
蔵
さ
れ
る
写
本
に
よ
っ
て
そ
れ
以
後
の
記
事
を
調
べ
れ
ば
、

本
作
品
に
和
歌
を
揮
毫
し
た
件
も
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
20
）　

主
に
『
愛
媛
県
史
』、 『
松
山
市
史
』
を
参
照
し
た
。

（
21
）　

山
本
博
文
『
お
殿
様
た
ち
の
出
世
―
江
戸
幕
府
老
中
へ
の
道
』 （
二
〇
〇
七
年
、
新
潮
社
）、
二
四
〇
頁
。

（
22
）　

前
掲
註
1
「
幕
末
明
治
初
期
住
吉
派
に
お
け
る
復
古
派
と
し
て
の
遠
藤
廣
宗
、
遠
藤
貫
周
と
住
吉
廣
賢
」、
一

－

三
頁
、
八
頁
。
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（表１）　　嵯峨実愛日記における伊予松山藩主久松家関係の記事

西暦 和暦 月日 日記からの引用
1864 元治1 7月10日 松平隠岐守使来大樹上洛随従参内済御礼太刀馬代［銀三枚］到来
1865 慶応1
1866 慶応2

1867 慶応3 11月26日
今日松平伊予守大澤右京大夫等参内於豫州は為朝覲於京兆は近日上京之間参内也
仍有御対面如例　両武士来畏申参内拝天顔之儀於豫は贈太刀馬代［銀子五枚］是
定例也又於大澤も贈同上［馬代銀一枚］即時返遣之是又定格也

1868 慶応4 1月13日 一四国松山等討論ノこと
6月27日 一隠岐ノこと輔相へ申入上大原へ書付類相渡了
7月26日 一天龍院面談松山廻縁両敬之事
8月 6日 一徳大寺前右府より久松隠岐守面会之こと申来

8月 8日 一久松隠岐守家来久松静馬来近日面会之事頼来也仍豫領掌猶日限等追々可為案内
旨答之大垣家より廻縁之続也

8月23日
一久松隠岐守［大垣より廻縁依両敬相結］来面会茶菓ヲ出家老同苗静馬召出面会
之後帰去了予以下へ有贈物予へ太刀［五円］別段酒肴［拾円］侍従以下到家僕有
差　一巳斜参内［直垂馬］　一申半退出　一久松旅宿へ遣使取アヘズ挨拶申遣了

8月26日
一久松隠岐守へ過日答礼遣之自予　・太刀一腰　・馬代金七両　・別段　鯉大二
尾　・樽代金五両　自侍従　・羽二重一疋　自室　・同上　自一同　・大奉書十
帖　以上遣之了

8月26日 一天龍院帰国ニ付暇乞来依面会賜紙入盃［文付］扇文匣一合等
9月 1日 一久松隠岐守より時節見舞交肴一台到来
9月 3日 一松山邸ノこと
9月 6日 一久松静馬来御誓約藩邸返下等礼申来坂邸ノこと申之仍徳卿へ可申入答了

明治1 9月29日 一松山より国産来固断返却了
10月15日 一久松隠岐守より引籠見舞杉折到来

10月17日 一長州［茶菓折］松山［砂糖漬一折］戸田下総守［菓一折］等答礼［見舞礼］遣
之了

10月25日 一因州彦根松山館林等面会紀州以下勤番願之事申談弁事へ可出願示之小時出願有
之

11月26日 一久松隠岐守へ時候見舞鴨一双［籠入］遣之

12月 1日 一秋元より寒中鴨一双彦根より肴代五百疋砂糖一折松山より玉子一籠等到来　一
遣玉子於彦根砂糖于松山等答礼了

12月 8日 一久松少将大澤侍従等有面談

1869 明治2 1月10日 一巳剋着直垂騎馬向久松隠岐守拝領邸所々歴覧今度可借用所存之間所加検知之
十一字過参朝

1月10日 一於内大原へ久松邸拝借願書差出置了

1月11日
一大木民平来談　一東京府改革民政布行ノこと　一邸取扱ノこと　一久松邸借用
夫々取調於其主不差支之間豫修復取掛度兼而含置ノこと頼置承知其分ナレバ取掛
ニ而も不苦歟同人申之

1月11日 一未斜騎馬向松山邸今度可借用歟ニ付所加検知也夕還渡於旅館
1月12日 一久松邸へ遣兵庫桜田邸借用之儀令談之都合宜敷返答之
1月13日 一拝借邸修復営繕司被申付旨頼置了

1月14日 一拝借邸修理之儀品々差支有之間営繕司取扱之儀相止拝借金相願以手沙汰可加繕
旨示合于大原少将了

1月25日 一久松邸今度借用自明日修復可取掛ニ付自今日彼邸へ職人等多分入込依之遣僕毎
事令加催促件用掛甲谷兵庫申付之又依之久松門番等へ賜金有差

1月26日
一午後出門［直垂馬］向久松邸今日より加修理之間所検知之次向大病院問病人等
［奥羽其外へ出張戦士夫卒等也］或被重瘡或罹病之徒百三十余人有之悉皆到病床
訪問之各賜金子百疋宛所々相分其数多之間及秉燭比各慰問了入夜還於旅寓

2月 4日 一外桜田久松隠岐守邸借用可住居ニ付日来加修復居間向以下少々出来昨日先可引
越決定之仍専今日其経営有之

2月 5日 一外桜田邸修復暇也出来今日吉辰辰半過移徒於件邸了先以住所安堵祝着々々
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西暦 和暦 月日 日記からの引用

1869 明治2 2月 7日 一松山公議人藤野兵馬来今度東下之処於西京予第伝達被相頼之品々持参之日来申
遣之品物到来一同安全之旨得聞安喜々々

2月14日 一外桜田予邸御用邸ニ被仰付錚々修理相頼置承知ノこと

3月16日 一松山少将より書状来先比帰国之旨吹聴其節餞別之礼申越之被贈羽二重二疋交肴
一籠等

3月18日 一伊与筆料ノこと
4月 4日 一久松少将著府歓贈肴一折
4月 6日 一久松少将より著府ニ付為土産交肴一籠素麺一箱等到来
4月 9日 一久松少将来問
6月30日 一贈交肴一台於松山少将暑中訪問被贈素麺之間為答礼遣之
7月15日 一久松従四位来近日帰藩暇乞云々
7月17日 一贈菓一折於久松従四位烟草廿包於本多従五位各餞別所遣也
9月26日 一松山藩知事久松従四位以使尋安否贈国産蝋燭一箱
10月 3日 一久松従四位以使賀恩典之事贈鮮魚一掛紅白縮緬二疋等

10月27日 一豫州松山知藩事久松従四位え押掛一掛肴料金五百疋等贈之御賞典之歓音物之答
礼也

11月 6日 一豫州松山藩士戸塚助左衛門公庄八左衛門等来今般上京ニ付伺申安否面会両士進
雁一双笋其他青物賜扇盃等両人同様所遣也

11月10日 一久松従五位今般叙爵御礼上京昨日到著之旨有風聴
11月12日 一久松従五位以使者叙爵之儀風聴有之

11月16日
一豫州松山藩知事息久松従五位来面会先般謹慎被免今度上京ニ付昨年来両敬往来
之間入来被謝昨年以来懇信之儀且彼是扶助之事等羞茶菓時勢之事談話移漏縞縮緬
二反羽二重一疋肴一籠等贈之

11月18日 一贈菓子一箱於久松従五位滞京中訪問了
11月20日 一久松従五位来帰藩御暇被下ニ付入来云々
11月22日 一久松従五位近日帰藩ニ付為餞別贈肴一台一口椀一箱［五口入］等
11月24日 一久松従四位国許より書状到来時節見廻雁一双到来
12月20日 一久松従四位より寒中訪問鴨五羽到来自余来訪一両輩

1870 明治3 1月25日 一久松従四位より寒中書状来
3月 9日 一松山藩知事久松従四位同従五位等両人より年始賀状各一通到来

3月20日 一久松正四位同従五位等え年甫賀状返翰遣之別段以状昨年来懇問謝遣之贈絵半切
［雁皮紙］三百枚

5月22日 一久松従四位より書状来
7月28日 一松山藩井上祥多来上京ニ付伺申動静面会進菓子賜懐中物扇子等於前遣茶菓

7月30日 一来月四日比旧松本藩邸え可引越ニ付今日より荷物以下雑々追々令運送於彼邸亦
彼邸令加修理

8月 1日 一久松従四位より暑中見舞状椎茸一箱到来　一今日より荷物追々令運送於拝借邸
8月 5日 一松山藩知事より転邸之歓交肴一台到来

9月21日 一松山藩士山本新一来面会近日可帰藩云々知事并世子等え先比来翰之返書二通相
托之可伝達旨示命了

11月25日 一松山藩知事息従五位上京ニ付為土産塩鶴一羽到来父知事より被贈寒晒粉一箱
12月 4日 一遣肴一台於久松従五位滞京中所訪問也
12月 9日 一久松従四位より寒中書状来

1871 明治4 1月14日 一久松従五位より保姫縁組歓櫛笄到来
1月16日 一松山藩知事久松従五位来知事并家督等御礼云々
1月21日 一久松従五位来帰藩ニ付暇乞云々
2月20日 一久松従四位以使出京之趣告之
3月29日 一久松従四位より時節訪問素麺一箱到来
9月 8日 一久松従四位より直書砂糖等到来
9月22日 一久松従五位上京風聴有之

※引用文中、割注については “［　　］” 内に記し、異体字については “より” 等のように平仮名で表記した。

〔10〕

愛媛県美術館紀要　第14号（2015）



右幅　「初音図」 右幅　部分（落款）
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遠藤広実筆《源氏物語図》双幅―松山藩久松家と正親町三条実愛



左幅　「真木柱図」　 左幅　部分（落款）
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右幅　部分（色紙型）

右幅　部分（色紙型）
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遠藤広実筆《源氏物語図》双幅―松山藩久松家と正親町三条実愛


